
JP 4102013 B2 2008.6.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ギャップを隔てて設けられた主磁極および補助磁極と励磁コイルとを有する記録部と、
一対の再生シールド間に再生素子が挟まれた再生部とを備え、前記再生部と前記記録部と
が分離して形成されている垂直記録ヘッドであって、前記補助磁極は前記主磁極よりも媒
体対向面から後退して配置され、かつ前記補助磁極の前記主磁極に対する後退距離をＤ、
前記補助磁極と前記再生シールドとが重なる面積をＳ１、前記補助磁極に隣接する再生シ
ールドの媒体対向面積をＳ３としたとき、前記補助磁極と前記再生シールドとの間隔Ｌが
、下記式
　Ｌ＞Ｄ・Ｓ１／Ｓ３
を満たすように設定されていることを特徴とする垂直記録ヘッド。
【請求項２】
　軟磁性裏打ち層と垂直記録層とを積層した垂直二層膜媒体と、ギャップを隔てて設けら
れた主磁極および補助磁極と励磁コイルとを有する記録部ならびに一対の再生シールド間
に再生素子が挟まれた再生部とを備え前記再生部と前記記録部とが分離して形成されてい
る垂直記録ヘッドとを具備した垂直磁気記録装置であって、前記補助磁極は前記主磁極よ
りも媒体対向面から後退して配置され、かつ前記補助磁極の前記主磁極に対する後退距離
をＤ、前記補助磁極と前記再生シールドとが重なる面積をＳ１、前記補助磁極に隣接する
再生シールドの媒体対向面積をＳ３としたとき、前記補助磁極と前記再生シールドとの間
隔Ｌが、下記式
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　Ｌ＞Ｄ・Ｓ１／Ｓ３
を満たすように設定されていることを特徴とする垂直磁気記録装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は垂直記録ヘッドおよび垂直磁気記録装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
コンピュータ分野においては、ランダムアクセス可能な大容量の外部記憶装置として磁気
ディスク装置が盛んに利用されている。利用の拡大に伴い、磁気ディスク装置には、記憶
容量および記録密度の向上に対する要求がますます高まっている。
【０００３】
磁気ディスク装置の記録密度を高める方法として、垂直磁気記録が提案されている。垂直
磁気記録では、面内磁気記録に比べて、磁化転移部分での減磁界を非常に小さくでき、磁
化転移幅を狭くできるので高密度記録が可能となる。また、垂直磁気記録での記録および
再生効率を上げ、より急峻な磁化転移を形成するために、垂直磁気記録層の下に軟磁性裏
打ち層を設けた垂直二層膜媒体の磁気ディスクが提案されている。
【０００４】
従来、垂直二層膜媒体に対して用いられる磁気ヘッドとして、たとえば特開平７－２２５
９１２号に記載されているものが知られている。この磁気ヘッドは、再生部と、ギャップ
を隔てて設けられた主磁極および補助磁極と励磁コイルとを有する記録部を一体化したも
のである。そして、補助磁極は主磁極よりも媒体対向面から後退して配置され、かつ補助
磁極の主磁極に対向する面には主磁極に向けて突出する突出部が設けられている。
【０００５】
この磁気ヘッドでは、媒体対向面積の広い補助磁極下の磁界は弱く、しかも主磁極よりも
媒体対向面から後退させることにより磁界の広がりを抑えることができる。また、補助磁
極の主磁極に対向する面に主磁極に向けて突出する突出部を設けることにより、裏打ち層
からの磁束を補助磁極に十分に通すことができ、再生特性を改善できる。しかし、この磁
気ヘッドでは再生特性の改善に限界があるため、ＧＭＲ素子のような再生素子を用いる必
要がある。
【０００６】
再生部にＧＭＲ素子を用いた磁気ヘッドとしては、再生部を構成するＧＭＲ素子を挟む１
対のシールドの一方と記録部を構成する補助磁極を兼用する共通磁極を有するマージ型構
造のものが知られている。この構造では、シールドおよび補助磁極として機能する共通磁
極を媒体対向面から後退させることは、再生感度の低下を招くため、意味がない。この構
造で共通磁極下での磁界強度を弱めるためには、共通磁極の媒体対向面積をかなり広くす
る必要がある。しかし、記録密度の向上に伴いトラックピッチが狭くなると、共通磁極下
で発生する磁界が隣接トラックにも及び、あるトラックに繰り返して記録を行うと隣接ト
ラックの情報が消去されることがあるという問題がわかってきた。
【０００７】
これに対して、再生部と記録部とを分離した磁気ヘッドでは、記録部の補助磁極のみを媒
体対向面から後退させることができ、補助磁極下での磁界の広がりを抑えることができ、
上述した隣接トラックへの悪影響を避けることができる。しかし、このような構造では、
再生部のシールドを通過する磁束が多くなり、シールド下での磁界により隣接トラックの
情報が消去されることがあるという問題がわかってきた。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、分離型の垂直記録ヘッドにおいて補助磁極を媒体対向面から後退させて
も再生部シールドを通過する磁束が少なくなるようにして、補助磁極下および再生部シー
ルド下の磁界が隣接トラックに及ぼす影響を防止し、高密度記録でも信頼性の高い垂直記
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録ヘッドおよび垂直磁気記録媒体を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　本発明の垂直記録ヘッドは、ギャップを隔てて設けられた主磁極および補助磁極と励磁
コイルとを有する記録部と、一対の再生シールド間に再生素子が挟まれた再生部とを備え
、前記再生部と前記記録部とが分離して形成されている垂直記録ヘッドであって、前記補
助磁極は前記主磁極よりも媒体対向面から後退して配置され、かつ前記補助磁極の前記主
磁極に対する後退距離をＤ、前記補助磁極と前記再生シールドとが重なる面積をＳ１、前
記補助磁極に隣接する再生シールドの媒体対向面積をＳ３としたとき、前記補助磁極と前
記再生シールドとの間隔Ｌが、下記式
　Ｌ＞Ｄ・Ｓ１／Ｓ３
を満たすように設定されていることを特徴とする。
【００１０】
　本発明の垂直磁気記録装置は、軟磁性裏打ち層と垂直記録層とを積層した垂直二層膜媒
体と、ギャップを隔てて設けられた主磁極および補助磁極と励磁コイルとを有する記録部
ならびに一対の再生シールド間に再生素子が挟まれた再生部とを備え前記再生部と前記記
録部とが分離して形成されている垂直記録ヘッドとを具備した垂直磁気記録装置であって
、前記補助磁極は前記主磁極よりも媒体対向面から後退して配置され、かつ前記補助磁極
の前記主磁極に対する後退距離をＤ、前記補助磁極と前記再生シールドとが重なる面積を
Ｓ１、前記補助磁極に隣接する再生シールドの媒体対向面積をＳ３としたとき、前記補助
磁極と前記再生シールドとの間隔Ｌが、下記式
　Ｌ＞Ｄ・Ｓ１／Ｓ３
を満たすように設定されていることを特徴とする。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明をより詳細に説明する。
図１は垂直磁気記録装置を示す斜視図である。筺体１１内にはスピンドルモーターに回転
可能に取り付けられた垂直磁気記録媒体２０が収容されている。また、ボイスコイルモー
ター１３にはサスペンション１２が垂直磁気記録媒体２０の表面に沿って回動可能に支持
されており、サスペンション１２の先端にヘッド３０が取り付けられている。ヘッド３０
はヘッドアンプ回路１４に接続されている。
【００１４】
次に、図２～図５を参照して、本発明に係る垂直記録ヘッドと垂直記録媒体の構成をより
詳細に説明する。図２は本発明に係る垂直記録ヘッドと垂直記録媒体を示す斜視図である
。図３は本発明に係る垂直記録ヘッドおよび垂直記録媒体を通過する磁束を示す正面図で
ある。図４は本発明に係る垂直記録ヘッドを主磁極側から見た図である。図５は本発明に
係る垂直記録ヘッドを媒体対向面側から見た図である。
【００１５】
図２および図３に示すように、垂直記録媒体は図示しない基板上に軟磁性裏打ち層２１お
よび垂直記録層２２が積層された垂直二層膜媒体である。なお、垂直記録層２２上には図
示しない保護層および潤滑層が形成される。また、軟磁性裏打ち層２１または垂直磁気記
録層２２の下に、結晶配向制御などを目的として下地層を設けてもよい。
【００１６】
図２および図３に示すように、本発明に係る磁気ヘッドは再生部と記録部とが分離された
分離型磁気ヘッドである。具体的には、下シールド３１、再生ギャップを規定する絶縁層
に埋め込まれた再生素子（たとえばＧＭＲ素子）３２、および上シールド３３により再生
部が構成されている。また、上シールド３３上に絶縁膜を挟んで形成された補助磁極３４
、媒体対向面でギャップを隔てて形成され、媒体対向面から離れた位置で補助磁極３４と
磁気的に結合した主磁極３５、およびこれらの補助磁極３４と主磁極３４に作用する励磁
コイル３６により記録部が構成されている。主磁極３５の媒体対向部には高Ｂｓ材料３５
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ａが用いられている。主磁極３５、補助磁極３４、再生部シールド３３、３１はいずれも
パーマロイなどの軟磁性体で形成されている。
【００１７】
本発明の磁気ヘッドでは、補助磁極３４は主磁極３５の媒体対向面よりも、媒体垂直方向
（Ｙ方向）に距離Ｄだけ後退（リセス）して配置されている。このような構成により、補
助磁極３４下での磁界の広がりを抑えることができ、隣接トラックへの悪影響を避けるこ
とができる。
【００１８】
また、本発明の磁気ヘッドでは、補助磁極３４とこれに隣接する再生部の上シールド３は
、ヘッド走行方向（Ｘ方向）に沿って間隔Ｌだけ離して配置されている。本発明では、上
記の間隔Ｌは、記録時における補助磁極３４下の発生磁界が、上シールド３３下の発生磁
界よりも大きくなるように設定される。
【００１９】
以下、間隔Ｌを規定する基準をより具体的に説明する。ここで、図２および図３に示すよ
うに、記録動作時における主磁極３５から媒体の軟磁性裏打ち層２１の表面までの距離を
ｄとする。図４に示すように、補助磁極３４とこれに隣接する上シールド３３とが重なる
面積をＳ１とする。図５に示すように、補助磁極３４の媒体対向面積をＳ２、上シールド
の媒体対向面積をＳ３とする。また、軟磁性裏打ち層２１、補助磁極３４および上シール
ド３３の透磁率はいずれも無限大とし、記録層２２および空気中の透磁率は１とする。
【００２０】
一般的に磁気抵抗Ｒｍは以下の式で表される。
Ｒｍ＝∫（１／μＳ）∂ｌ
上式において、ｌは磁束が通過する距離、Ｓは磁束が通過する断面積、μは透磁率である
。図３に示すように、補助磁極３４を通過する磁束をＡ、上シールド３３を通過する磁束
をＢで表す。
【００２１】
この場合、補助磁極３４の磁気抵抗Ｒｍ（Ａ）と、上シールド３３の磁気抵抗Ｒｍ（Ｂ）
は、それぞれ
Ｒｍ（Ａ）＝（ｄ＋Ｄ）／Ｓ２
Ｒｍ（Ｂ）＝ｄ／Ｓ３＋Ｌ／Ｓ１
と表される。また、補助磁極３４下の磁界Ｈ（Ａ）と上シールド３３下の磁界Ｈ（Ｂ）は
、起磁力をＦとすると、それぞれ
Ｈ（Ａ）＝Ｆ／（Ｒｍ（Ａ）・Ｓ２）
Ｈ（Ｂ）＝Ｆ／（Ｒｍ（Ｂ）・Ｓ３）
と表される。したがって、補助磁極３４下の磁界を上シールド３３下の磁界より大きくす
るには、Ｈ（Ａ）＞Ｈ（Ｂ）の条件を満たす必要がある。上記の各式を解くと、補助磁極
３４と上シールド３との間隔Ｌが
Ｌ＞Ｄ・Ｓ１／Ｓ３
という関係を満たせばよいことがわかる。
【００２２】
上記の条件を満たしていれば、記録密度が向上しても補助磁極下および上シールド下の磁
界により隣接トラックの情報が消去（イレース）されるのを防止して高い信頼性を得るこ
とができる。
【００２３】
次に、本発明で用いられる垂直記録媒体を構成する垂直記録層は、非可逆な磁化反転を起
こし始める位置が第２象限に存在する磁化曲線を示し、かつ印加磁界が負の領域での保磁
力位置から引いた磁化曲線の接線と、残留磁化位置から水平方向に引いた直線との交点に
対応する磁界の絶対値Ｈｎが、記録時に補助磁極下で生じる磁界よりも大きいことが好ま
しい。図６に、好適な垂直記録層の磁化曲線を示す。図６に示されるように、Ｈｎは垂直
記録層のヒステリシスループの第２象限における肩の部分の長さを表す。このような磁化
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ラックに繰り返して記録を行うと隣接トラックの情報が消去（イレース）されるという問
題を防止できる。
【００２４】
具体的に、Ｄ＝ｄ＝１００ｎｍ、Ｓ２＝Ｓ３＝１μｍ×ｗ、Ｓ１＝２０μｍ×ｗという仕
様の垂直磁気記録装置では、Ｌ＞２．０μｍとなる。実際に、Ｌ＝１．０μｍの磁気ヘッ
ドは長期信頼性に劣り、Ｌ＝３．０μｍの磁気ヘッドは良好な長期信頼性を示すという予
想通りの結果が得られた。
【００２５】
【発明の効果】
以上詳述したように本発明によれば、分離型の垂直記録ヘッドにおいて補助磁極を媒体対
向面から後退させても再生部シールドを通過する磁束が少なくなるようにして、補助磁極
下および再生部シールド下の磁界が隣接トラックに及ぼす影響を防止し、高密度記録でも
高い信頼性を示す垂直記録ヘッドおよび垂直磁気記録媒体を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る垂直磁気記録装置を示す斜視図。
【図２】本発明に係る垂直記録ヘッドと垂直記録媒体を示す斜視図。
【図３】本発明に係る垂直記録ヘッドおよび垂直記録媒体を通過する磁束を示す正面図。
【図４】本発明に係る垂直記録ヘッドを主磁極側から見た図。
【図５】本発明に係る垂直記録ヘッドを媒体対向面側から見た図。
【図６】本発明に好適に用いられる垂直記録媒体の磁化曲線を示す図。
【符号の説明】
１１…筺体
１２…サスペンション
１３…ボイスコイルモーター
１４…ヘッドアンプ回路
２０…垂直磁気記録媒体
２１…軟磁性裏打ち層
２２…垂直記録層
２５…潤滑層
３０…磁気ヘッド
３１…下シールド
３２…再生素子
３３…上シールド
３４…補助磁極
３５…主磁極
３６…励磁コイル
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